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概要版

近年、少子高齢化や核家族化、価値観やライフスタイルの変化等により、地域住民同士の関係
性が希薄となり、これまで地域社会が果たしてきた助け合いや支え合い等の機能の低下が危惧さ
れています。また、様 な々問題が複雑化しており、今まで以上に多様な社会問題に対応した取組が
求められています。
坂祝町では、上記のような社会潮流や町の地域福祉の現状・課題等を踏まえた上で、各分野が
横断的につながり、住民一人ひとりが地域のことを互いに自分のこととして捉えて、支え合える体制
をつくることを目指し、「第４期坂祝町地域福祉計画」及び「第４期坂祝町地域福祉活動計画」を
策定しました。

令和７年３月
坂祝町

社会福祉法人  坂祝町社会福祉協議会



第４期坂祝町地域福祉計画・第４期坂祝町地域福祉活動計画

地域福祉を推進するための計画は、地域福祉の理念や方向性を示す「地域福祉計画」とそれを
実行するための地域活動のあり方を定める「地域福祉活動計画」の２つがあります。坂祝町では、住
民や地域、町、社協などが一体となって地域福祉を推進するため、この２つの計画を一体的に策定
しています。
また、「健康増進計画」「食育推進計画」「成年後見制度利用促進計画」「再犯防止推進計画」
は地域福祉の推進と関係が深いため、本町における福祉施策の総合的な推進を目的とし、本計画
の中にその内容を含めるものとします。

健康増進計画・食育推進計画
国では、健康増進法に基づき、健康日本21（第三次）が令和６年４月から適用され、同法において、

健康日本21（第三次）の考え方をもとに市町村計画を定めるよう努めることとされています。また、食育基
本法では、食育推進を図るための市町村計画を定めるよう努めることとされています。本計画により、すべ
ての住民が生涯を通じて、健康で安心した暮らしを送ることができるまちづくりのための指針とします。

計画の構成

成年後見制度利用促進計画
国では、成年後見制度利用促進法において、市町村が成年後見制度の利用の促進に関する基本的

な施策についての市町村計画を定めるよう努めることとされています。本計画により、成年後見制度の利
用促進、関係機関や地域住民との連携強化などを推進し、すべての住民が安心した生活が送れるよう
サポートしていきます。

再犯防止推進計画
国では、再犯防止推進法において、国の再犯防止計画を勘案して市町村計画を定めるよう努めるこ

ととされています。本計画により、犯罪をした人等の立ち直りを支援し、再犯防止の推進に向けて様 な々
団体や関係機関と連携するとともに、住民一人ひとりの理解を深める啓発活動や情報発信を行い、誰も
が安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指します。

地域福祉推進において踏まえること
地域福祉とは、地域住民や社会福祉に携わる団体、機関等が互いに協力し、住民同士が互い
に助け合うことで、誰もが住み慣れた地域で年齢や障がいの有無に関係なく安心して暮らすこと
ができる社会の仕組みのことです。本計画では、次の考え方を踏まえて地域福祉を推進します。
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坂祝町における重層的支援体制整備事業のイメージ

重層的支援会議

調整

コミュニティ
ソーシャル
ワーカー
（CSW）

社会福祉士

保健師

主任ケア
マネジャー（CM）

認知症地域支援
推進員地域住民

社会福祉協議会
くらし安心相談室サンライフ
福祉課
地域包括支援センター
保健センター
子ども家庭センター
教育委員会

居住支援

就労支援 居場所

CSW

就労支援員
チャレンジ就労体験事業

ボランティア
コーディネーター
（VC）

生活支援
コーディネーター
（SC）

シニアクラブ
協力員

多機関協働事業
中核の機能を担い、相談
支援機関へ連携・つなぎ

教育

保健・医療

若年者支援消費者支援

法テラス岐阜

多文化共生

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い 生活支援ボランティア
子ども食堂
多文化共生支援団体
地域支え合い団体

多分野協働の
プラットフォーム

コミュニティ（サークル活動等）
居場所をはじめとする多様な場づくり

地方創生

農業

観光

環境

まちづくり

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

事業全体

継続的な伴走による支援

参加支援事業
つながりや参加の支援、狭間のニ
ーズにも対応する参加支援を強化

地域づくり事業

地域づくりをコーディネート

包括的相談支援事業

世代や属性を超えた相談を受け止め、
必要な機関につなぐ

01
02
「地域共生社会」
制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様
な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮ら
しと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

「坂祝町重層的支援体制整備事業実施計画」
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化してい
る支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「包括的相談支援事業」「参加支
援事業」「地域づくり事業」を支援の柱とし、これらを一層効果的に実施するために「アウトリー
チ等を通じた継続的支援事業」「多機関協働事業」を規定し、この５つの事業を一体的に実施
するものです。
重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、社会福祉法において実施計画を策定すること
が規定され、坂祝町においても、令和６年３月に「坂祝町重層的支援体制整備事業実施計画」
を策定し、事業への取り組みを通じて、地域共生社会の実現を目指しています。
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坂祝町の現状からみえる課題と計画の内容

坂祝町における主要課題

地域のつながりによる
地域力の強化が必要です

●「地域活動に参加したことがある」と答えた人
が、中学生のみの調査に比べると、13～29歳を
対象としたこども・若者調査では少なくなってお
り、義務教育を卒業したタイミングで地域とつな
がる機会が減少していることが伺えます。
●高齢者へのアンケート調査では、近所の人と
「親しく付き合っている」と答えた方は年代が
低くなるほど少なくなっています。
●シニアクラブや子ども会加入率は継続して減
少しています。
●年少人口・生産年齢人口が増加しており、新た
に地域に入ってくる若者を地域に巻き込んでい
くことが求められます。

地域福祉を担う人材の
育成が必要です

●中学生調査では、「ボランティア活動に参加し
ている・したことがある」と答えた人が約５割と
なっています。
●地域福祉に関わる団体へのアンケート調査に
おいて、約７割の団体が、構成員の平均年齢が
70歳代以上となっており、活動上の課題として「
新規メンバーの加入が少ない」が最も多く挙げ
られています。
●人口減少・高齢化が進み、今後公的サービス
の拡充のみでは問題に対応しきれなくなること
が懸念されます。
●若年層を中心とした新たな担い手を確保し、
地域福祉活動を活性化していくことが求められ
ます。

基本理念

世代を超えて支え合う、 住み続けたい　まち さかほぎ
すべての住民が地域生活課題への理解を深め、世代を超えて尊重し合い、支え合うこころを　　持って課題を解決することにより、

住民一人ひとりが自分らしく過ごすことができ、住み続けたいと思うまち　　を目指します。    

基本目標

1 2世代を超えて支え合う
地域づくり

地域福祉を支える
人づくり
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多様化する課題への
対応が求められています

●近年、ひとり親家庭を含む生活困窮者や障が
い児・者、虐待、ひきこもり等、地域福祉に関す
る課題が多様化・複合化しています。
●現行の法律で定められた福祉制度では対応し
きれない、制度の狭間の問題が顕在化していま
す。
●各主体の活動への支援やそれぞれの活動をつ
なぐネットワークの構築、行政の福祉サービスに
おける分野横断的な連携が求められます。

緊急時に支援を必要とする人の
支援体制の強化が必要です

●地域福祉に関する団体へのアンケート調査で
は、自由意見として災害時への対応に関する心
配の声、日頃からの準備の必要性についての
意見が多く挙げられています。
●後期高齢者や高齢者のみの世帯、障害者手帳
所持者が増加傾向にあり、今後、緊急時や災害
時に支援が必要な住民は増加していくことが
想定されます。
●近年、自然災害も多発していることから、緊急時
の迅速な対応に向け、それぞれの地域にあった
地域ぐるみの支援体制の構築が求められます。

世代を超えて支え合う、 住み続けたい　まち さかほぎ
すべての住民が地域生活課題への理解を深め、世代を超えて尊重し合い、支え合うこころを　　持って課題を解決することにより、

住民一人ひとりが自分らしく過ごすことができ、住み続けたいと思うまち　　を目指します。    

３ ４適切な支援につなぐ
仕組みづくり

安心で健やかな
暮らしづくり
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基 本 理 念

基本
目標 1 世代を超えて支え合う地域づくり

地域における交流機会を提供するとともに、地域福祉活動を推進することで、「顔のみえる関係」をつ
くり、地域のきずなを深めます。

基本
目標３ 適切な支援につなぐ仕組みづくり

分野横断的な支援体制を強化し、それぞれの状況や困りごとに応じて
適切な支援を受けられる体制の整備に取り組みます。

重点
事業

ふれあいサロンの充実、地域活動に関する情報発信、

総合福祉会館サンライフさかほぎの充実

住民の
取組

◆日頃からあいさつを心がけましょう。

◆隣近所で声をかけあって、地域の行事・イベントに参加しましょう。

施策１　地域のふれあい・交流機会の充実

重点
事業

住民の
取組

施策２　地域における支え合い体制の確立

◆隣近所で気になる人がいれば、声かけや手助けをしましょう。

◆日常生活の困りごとやあったらいいなと思うことを話し合ってみましょう。

生活支援サービスの実施、人材・活動財源の獲得

重点
事業

住民の
取組

施策１　適切な支援につなぐ体制整備

◆日常生活において、支援を必要とする人を発見した際、町や社協等に伝えましょう。

◆不安や悩みは一人で抱え込まず、民生委員・児童委員に相談したり、各相談窓口を活用したりしましょう。

◆支援を求めている人に対して、自分が知っている福祉の情報を伝えてみましょう。

コミュニティソーシャルワーク事業の充実、様 な々媒体を活用した福祉情報の提供

重点
事業

住民の
取組

施策２　課題に応じた支援の充実

◆事業所や町、社協に対し、生活で必要としている支援などの情報を伝えましょう。

◆就労が困難な状況にある人も、必要な支援を利用しながら、自分らしい生き方を実現しましょう。

◆住民一人ひとりが人権意識を持って、思いやりのこころで人と接しましょう。

◆犯罪から立ち直ろうとする人が孤立することなく、地域の一員として社会復帰することへの理解を持ちましょう。

多様な主体による生活支援サービスの提供、事業所の人材確保に向けた支援、チャレンジ就労体験事業

成年後見制度の周知及び利用促進、権利擁護支援のためのネットワークづくり、相談支援体制の充実
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基 本 理 念

基本
目標２ 地域福祉を支える人づくり

様 な々機会を活用して地域福祉の必要性についての周知啓発を進め、地域福祉の担い手となる人
材の育成に努めます。あわせて、地域で福祉活動を行っている団体に対する活動支援に取り組みます。

基本
目標４ 安心で健やかな暮らしづくり

地域が一体となった災害時の支援体制を構築するとともに、地域
の見守り等による防災・防犯活動を推進します。また、住民が生涯に
わたって健康を維持できるよう、ライフステージに応じた心身の健
康づくりに取り組みます。

重点
事業

ＳＮＳ・広報紙・ホームページ等を活用した福祉意識の啓発、

福祉共育（ともいく）カリキュラムの作成

住民の
取組

◆地域の集まりや回覧板等を通じて、地域福祉に関する情報を共有しましょう。

◆家庭や地域で、こどもを交えて福祉について話をしましょう。

施策１　地域福祉に対する理解の促進

重点
事業

住民の
取組

施策２　地域を支える人材の育成と活動への支援

◆地域のボランティア団体の活動に興味を持ちましょう。

◆地域支え合い団体の取組を知り、可能な方法で参加しましょう。

養成講座の開催、福祉・介護の仕事の魅力発信、

ボランティアセンターの機能強化

重点
事業

住民の
取組

施策１　防災・防犯対策の推進

◆地域の防災訓練に積極的に参加しましょう。

◆日頃からお互いに気をかけ合うことのできる人間関係を構築しましょう。

福祉避難所の整備、災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練の実施

住民の
取組

施策２　心身の健康づくりの推進

◆自分の生活習慣を見直し、生活習慣の改善や健康づくりに取り組みましょう。

◆朝食や 野菜の摂取、食事量の調整等、規則正しい食生活を実践しましょう。
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その他困ったときの相談窓口

第４次坂祝町地域福祉計画 第４次坂祝町地域福祉活動計画 概要版
発行年月：令和７年３月

発行：坂祝町・社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会

坂祝町 福祉課

〒505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組 46 番地 18

社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会

〒505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩 153 番地１

計画本編は町・社協のホームページからご覧ください！

〈町ホームページ〉 〈社協ホームページ〉

障がい者支援に関する相談

子育てに関する相談 坂祝町こども家庭センター 0574-26-7113

高齢者、介護に関する相談 坂祝町地域包括支援センター 0574-25-7575

こころの健康相談 坂祝町役場 保健センター 0574-26-7201

ボランティアに関する相談
「活動をしたい」、「活動の情報がほしい」などの思いを持つ方々のため
の相談や、ボランティアの育成・支援を行っています。

坂祝町社会福祉協議会 0574-27-1222

消費者トラブルに関する相談 広域消費生活相談室 0574-25-2111
（内線462）

坂祝町役場 福祉課 0574-66-2406

坂祝町社会福祉協議会 0574-27-1222

主な相談内容 相談窓口 連絡先

坂祝町社会福祉協議会
「くらし安心相談室サンライフ」へ

坂祝町社会福祉協議会
「くらし安心相談室サンライフ」へ

一人で悩まず、まず相談
日常生活のことで困ったら…

病気になって
働けなくなった… 何をどこに相談

してよいか
わからない…収入が不安定で

困っている…
職にも就かず、外出もしない
こどもの将来が心配…

借金が多くて
返済が滞っている…

隣の家がゴミ屋敷
みたいで心配…

　くらし安心相談室サンライフでは、あらゆる生活上の悩みや相談ごとについて、社会福祉士など
の相談員が、一緒に問題を整理しながら、解決に向けてお手伝いいたします。

連絡先：0574-27-1222


